
 

 

議  案  第  ５１  号  

 

 

財産の取得について  

 

財産を次のとおり取得する。  

 

令和８年６月１８日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

１ 取 得 の 物 件  小型化学消防ポンプ自動車  

２ 取 得 の 目 的  市内全域における防災を主目的とし、建物火災をはじめ各種災害

に至るまで、幅広い災害に対して放水消火活動等を円滑に実施す

るため  

３ 契 約 の 方 法  一般競争入札  

４ 取 得 価 格  ８，９１０万円  

５ 契約の相手方  松山市西垣生町８１５番地の２  

株式会社音次商会  

代表取締役 中  矢 誠  二  

 

提案理由  

小型化学消防ポンプ自動車を取得するため、新居浜市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

新居浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（抜  粋）  

 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分）  

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければなら

ない財産の取得又は処分は、予定価格２，０００万円以上の不動産若しくは動産の買

入れ若しくは売払い（土地については、１件５，０００平方メートル以上のものに係

るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。  

 

 


